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NOK 株式会社（以下「NOK」といいます。）及びイーグル工業株式会社（以下「イーグ

ル工業」といい、NOK と総称して「両社」といいます。）は、2025 年 11 月 10 日開催の取

締役会において、共同株式移転（以下「本株式移転」といいます。）の方式により、2026

年 10 月１日（以下「効力発生日」といいます。）をもって、両社の完全親会社となる NOK 

Group 株式会社（以下「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下「本経営統

合」といいます。）について合意し、経営統合契約書（以下「本経営統合契約」といいま

す。）を締結するとともに、本株式移転に関する株式移転計画を共同で作成いたしまし

た。 

そして、両社は、2026 年５月 21 日付で、本経営統合契約及び当該株式移転計画の別紙

（共同持株会社の定款）の変更に関する覚書（以下「本覚書」といいます。）を締結し、

当該株式移転計画書の別紙を変更いたしました（当該変更後の株式移転計画書を、以下

「本株式移転計画」といいます。）。 

本株式移転に際して、会社法第 803 条第１項及び会社法施行規則第 206 条に定める開示

事項は以下のとおりです。 

 

1. 本株式移転計画の内容 

別紙１「株式移転計画書（写）」をご参照ください。なお、別紙１における別紙

の定款は、本覚書による変更後の内容を反映しております。 

 

2. 会社法第 773 条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項 

(1) 株式移転対価の総数及び割当ての相当性に関する事項 

両社は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、両社のそれぞれの株主に

対し割当交付する共同持株会社の普通株式の割当比率（以下「株式移転比率」とい

います。）を以下のとおり決定いたしました。 

 

 



 

①  本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

 

会社名 NOK イーグル工業 

株式移転比率 1.00 1.00 

（注）１ 株式の割当比率 

NOK の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を、イーグル

工業の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を割当交付し

ます。なお、共同持株会社の単元株式数は 100株とする予定です。 

なお、上記株式移転比率は、本経営統合契約書の締結後、本株式移転の効

力発生日までの間において、株式移転比率に重大な影響を与える事由が生

じた場合等には、両社で協議の上、変更することがあります。 

２ 共同持株会社が交付する新株式数（予定） 

普通株式：207,154,136株 

上記は、NOK の 2026年３月 31日時点における普通株式の発行済株式総数

（160,903,090 株）及びイーグル工業の 2026 年３月 31 日時点における普

通株式の発行済株式総数（49,757,821 株）を前提として算出しています。

但し、本株式移転計画に定める基準時までに、それぞれが所有する自己株

式を消却する予定であるため、NOK の 2026年３月 31日時点における自己

株式数（233 株）及びイーグル工業の 2026 年３月 31 日時点における自己

株式数（3,506,542株）は、上記の算出において、新株式交付の対象から除

外しております。 

また、NOK 又はイーグル工業の株主から株式買取請求権の行使がなされた

場合等、両社の 2026 年３月 31 日時点における自己株式数が本株式移転計

画に定める基準時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式

数が変動することがあります。 

３ 単元未満株式の取扱い 

本株式移転により、１単元（100株）未満の共同持株会社の普通株式（以下

「単元未満株式」といいます。）の割当てを受ける両社の株主につきまして

は、その所有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所

において売却することはできません。そのような単元未満株式を所有する

こととなる株主は、会社法第 192 条第１項の規定に基づき、共同持株会社

に対し、自己の所有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可

能です。 

 

 

 



 

② 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等 

ア．割当ての内容の根拠及び理由 

上記「①本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）」に記載の株式移転

比率の公正性とその他本株式移転の公正性を担保するため、NOK は、フィナン

シャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券株式会社（以下「大和

証券」といいます。）を、法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国

法共同事業を選定しました。一方、イーグル工業は、フィナンシャル・アドバイ

ザー及び第三者算定機関としてみずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といい

ます。）を、法務アドバイザーとして西村あさひ法律事務所・外国法共同事業を

選定しました。下記「エ．公正性を担保するための措置（利益相反を回避するた

めの措置を含む。）」に記載のとおり、両社は、それぞれの第三者算定機関より、

2025 年 11 月７日付で株式移転比率に関する算定書を取得しております。また、

イーグル工業においては、下記「エ．公正性を担保するための措置（利益相反を

回避するための措置を含む。）」に記載のとおり、NOK 及びイーグル工業との間

で利害関係を有しない独立した委員のみから構成されるイーグル工業特別委員会

（下記「エ．公正性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置を含

む。）」で定義します。以下同じです。）を設置し、当該特別委員会から 2025 年 11

月７日付で本経営統合が一般株主にとって公正であるものと認められる旨の答申

書（以下「本答申書」といいます。）を取得しています。 

両社は、各社のフィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関から提出

を受けた株式移転比率の算定結果及び助言並びに下記「エ．公正性を担保するた

めの措置（利益相反を回避するための措置を含む。）」の「（イ）独立した法律事

務所からの助言」に記載の各社の法務アドバイザーからの助言に加え、イーグル

工業においては下記「エ．公正性を担保するための措置（利益相反を回避するた

めの措置を含む。）」の「（ウ）イーグル工業における利害関係を有しない特別委

員会からの答申書の取得」に記載のイーグル工業特別委員会より取得した本答申

書を、さらに、両社それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンス

の結果、両社の財務状況、業績動向、資産の状況、将来の見通し、株価の動向等

の要因をそれぞれ総合的に勘案した上で、株式移転比率について慎重に検討し、

両者間で交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記「①本株式移転に係る割当ての

内容（株式移転比率）」に記載の株式移転比率が妥当であるとの判断に至り、

2025 年 11 月 10 日に開催された両社の取締役会において本株式移転における株式

移転比率を決定し、本経営統合契約において合意いたしました。 

なお、株式移転比率が合意された 2025 年 11 月 10 日以降、両社の本株式移転

計画承認定時株主総会までに一定の期間が経過しておりますが、NOK は 2026 年

５月 20 日開催の取締役会において、イーグル工業は 2026 年５月 21 日開催の取



 

締役会において、それぞれ 2026 年３月期の両社の決算内容、同日までの両社の

株価その他両社の状況変化を踏まえてもなお、当該株式移転比率は引き続き妥当

であり、変更の必要はないと判断しております。 

 

イ．算定に関する事項 

（ア）算定機関の名称及び両社との関係 

NOK の算定機関である大和証券及びイーグル工業の算定機関であるみずほ証

券は、いずれも両社の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき

重要な利害関係を有しておりません。 

なお、みずほ証券のグループ企業である株式会社みずほ銀行（以下「みずほ

銀行」といいます。）は、NOK 及びイーグル工業の株主たる地位を有しているほ

か NOK 及びイーグル工業に対して通常の銀行取引の一環としての融資取引等は

生じておりますが、本経営統合に関して NOK 及びイーグル工業との利益相反に

係る重要な利害関係を有しておりません。みずほ証券によれば、みずほ証券は、

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 36 条及

び金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条の４の適用法令に従い、みずほ証

券とみずほ銀行との間の情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制を構築し、か

つ実施しており、これらの措置により、みずほ証券のフィナンシャル・アドバイ

ザー業務を担当する部署は、本経営統合に関して利益相反に係る利害関係の影響

を受けずに、みずほ銀行の株主及び貸付人の地位とは独立した立場で、両社の株

式価値の算定を行っているとのことです。イーグル工業は、みずほ証券において

適切な利益相反管理体制が構築され、かつ実施されていること、イーグル工業と

みずほ証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため第三者算

定機関としての独立性が確保されていること、みずほ証券は過去の同種事案の第

三者算定機関としての実績を有していること等に鑑み、第三者算定機関としての

独立性が確保されていると判断しました。 

また、みずほ証券に対する報酬には、本経営統合の成立等を条件に支払われ

る成功報酬が含まれておりますが、イーグル工業は、同種の取引における一般的

な実務慣行等も勘案の上、上記の報酬体系によりみずほ証券をイーグル工業のフ

ィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選定しました。 

 

（イ）算定の概要 

本株式移転に用いられる株式移転比率の算定にあたって公正性を期すため、

NOK は大和証券を第三者算定機関として選定し、イーグル工業はみずほ証券を

第三者算定機関として選定し、それぞれ株式移転比率の算定・分析を依頼しまし

た。 



 

大和証券は、NOK 及びイーグル工業が東京証券取引所プライム市場に上場し

ており、市場株価が存在することから市場株価基準法を、また将来の事業活動の

状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下

「DCF 法」といいます。）を採用し、算定を行いました。各手法における算定結

果は以下のとおりです。以下の株式移転比率の算定レンジは、NOK の普通株式

１株に対して共同持株会社の普通株式を１株割り当てる場合に、イーグル工業の

普通株式１株に対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載

したものです。 

 

採用手法 株式移転比率の算定レンジ 

市場株価基準法 0.97～1.01 

DCF 法 0.57～1.50 

 

市場株価基準法においては、本株式移転の公表日の前営業日である 2025 年 11

月７日を算定基準日として、東京証券取引所プライム市場における NOK 及びイ

ーグル工業の算定基準日の終値並びに算定基準日から遡る過去１ヶ月間、過去３

ヶ月間及び過去６ヶ月間の各期間の終値単純平均値を採用しております。 

DCF 法においては、NOK については、足元の収益環境及び業績等を踏まえて

現時点で合理的に予測可能な期間を対象期間として作成した 2026 年３月期から

2029 年３月期までの４期分の財務予測、NOK の 2026 年３月期第１四半期におけ

る財務情報、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、NOK が 2026 年３

月期第２四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定

の割引率で現在価値に割り引くことによって、企業価値や株式価値を算定し、株

式移転比率を算定しております。なお、当該財務予測においては、利益又はフリ

ー・キャッシュ・フローの大幅な増減が見込まれる事業年度が含まれておりま

す。具体的には、2026 年３月期について、運転資本の増加により、フリー・キャ

ッシュ・フローは前年度からの減少が見込まれております。2027 年３月期につい

ては、運転資本の減少によりフリー・キャッシュ・フローは前年度からの増加が

見込まれております。2028 年３月期については、シール事業及び電子部品事業に

おける堅調な販売拡大による売上高の増加等の影響により、営業利益は前年度か

らの増益が見込まれております。また、売上高増加に伴う運転資本の増加によ

り、フリー・キャッシュ・フローは前年度からの減少が見込まれております。

2029 年３月期については、設備投資額が減少することに加え、運転資本の減少に

よりフリー・キャッシュ・フローは前年度からの増加が見込まれております。な

お、本経営統合の実行により実現することが期待されるシナジーについては、現

時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、以下



 

の財務予測に加味しておらず、これを算定の基礎とした大和証券による算定にも

盛り込まれておりません。 

他方、イーグル工業については、イーグル工業が足元の収益環境及び業績等

を踏まえて現時点で合理的に予測可能な期間を対象期間として作成した 2026 年

３月期から 2029 年３月期までの４期分の財務予測、イーグル工業の 2026 年３月

期第１四半期における財務情報、一般に公開された情報等の諸要素を前提とし

て、イーグル工業が 2026 年３月期第２四半期以降に生み出すと見込まれるフリ

ー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって、企

業価値や株式価値を算定し、株式移転比率を算定しております。なお、当該財務

予測においては、利益又はフリー・キャッシュ・フローの大幅な増減が見込まれ

る事業年度が含まれております。具体的には、2026 年３月期について、半導体業

界向け事業における堅調な販売拡大による売上高の増加等の影響により、営業利

益は前年度からの増益が見込まれております。また、同様の背景から、フリー・

キャッシュ・フローは前年度からの増加が見込まれております。2027 年３月期に

ついては、設備投資額の減少によりフリー・キャッシュ・フローは前年度からの

増加が見込まれております。2028 年３月期については、設備投資額の増加によ

り、フリー・キャッシュ・フローは前年度からの減少が見込まれております。

2029 年３月期については、設備投資額の減少により、フリー・キャッシュ・フロ

ーは前年度からの増加が見込まれております。なお、本経営統合の実行により実

現することが期待されるシナジーについては、現時点において収益に与える影響

を具体的に見積もることが困難であるため、以下の財務予測に加味しておらず、

これを算定の基礎とした大和証券による算定にも盛り込まれておりません。 

大和証券は、両社株式の株式価値の算定に際し、両社から提供を受けた情報

及び一般に公開された情報等をそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全

て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び

完全性の検証は行っておりません。また、両社の資産及び負債（簿外資産及び負

債、その他偶発債務を含みます。）に関して独自の評価・査定を行っておらず、

第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。大和証券の算定は、

2025 年 11 月７日までの上記情報を反映したものです。 

 

みずほ証券は、NOK 及びイーグル工業が東京証券取引所プライム市場に上場

しており、市場株価が存在することから市場株価基準法を、また両社とも比較可

能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較による株式価値の類推が可能であ

ることから類似企業比較法を、更に、将来の事業活動の状況を評価に反映するた

め、DCF 法を採用し、算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとお

りです。以下の株式移転比率の算定レンジは、NOK の普通株式１株に対して共



 

同持株会社の普通株式を１株割り当てる場合に、イーグル工業の普通株式１株に

対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。 

 

採用手法 株式移転比率の算定レンジ 

市場株価基準法 0.97～1.01 

類似企業比較法 0.82～1.29 

DCF 法 0.72～1.34 

 

なお、市場株価基準法では、本株式移転の公表日の前営業日である 2025 年 11

月７日を算定基準日として、東京証券取引所プライム市場における NOK 及びイ

ーグル工業の算定基準日終値並びに算定基準日から過去１ヶ月、過去３ヶ月及び

過去６ヶ月の各期間の終値の単純平均値を用いてそれぞれ評価を行い、それらの

結果を基に株式移転比率を算定いたしました。 

類似企業比較法では、NOK と比較的類似する事業を営む上場企業として、豊

田合成株式会社及び株式会社ニフコを、イーグル工業と比較的類似する事業を営

む上場企業として、THK 株式会社、株式会社ハーモニック・ドライブ・システ

ムズ、株式会社椿本チエイン、株式会社キッツ及びオイレス工業株式会社をそれ

ぞれ選定したうえで、企業価値に対する EBITDA の倍率を用いて両社の１株あた

りの価値の算定を行い、株式移転比率を算定しました。 

DCF 法では、NOK については、NOK が足元の収益環境及び業績等を踏まえ

て現時点で合理的に予測可能な期間を対象期間として作成した 2026 年３月期か

ら 2029 年３月期までの４期分の事業計画における財務予測、NOK の 2026 年３

月期第１四半期における財務情報、一般に公開された情報等の諸要素を前提とし

て、NOK が 2026 年３月期第２四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャ

ッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって、企業価値や

株式価値を算定し、株式移転比率を算定しております。なお、割引率は加重平均

資本コストとして、8.3％～9.3％を採用しております。継続価値の算定にあたっ

ては、永久成長法及び EXIT マルチプル法を採用しております。永久成長法では

永久成長率を、外部環境等を総合的に勘案の上、1.5％～2.5％とし、継続価値を

387,032 百万円～542,504 百万円と算定しております。EXIT マルチプル法では企

業価値に対する EBITDA の倍率を、類似企業比較法で選定した上場企業の水準を

勘案の上、3.8 倍～4.8 倍とし、継続価値を 292,522 百万円～383,249 百万円までと

算定しております。また、NOK が保有するイーグル工業株式に係る分を除く投

資有価証券を株式価値算定に重要な影響を及ぼす非事業用資産として計上したう

えで、NOK が保有するイーグル工業株式については、持分法による投資利益を

EBITDA に加算することで、フリー・キャッシュ・フローにおいて勘案しており



 

ます。なお、みずほ証券が DCF 法で算定の前提とした財務予測の具体的な数値

は以下のとおりです。なお、当該財務予測においては、利益又はフリー・キャッ

シュ・フローの大幅な増減が見込まれる事業年度が含まれております。具体的に

は、2027 年３月期については、シール事業における設備投資額が一時的に増加す

ること等の影響により、フリー・キャッシュ・フローは前年度から 40.2%の減少

が見込まれております。2028 年３月期については、シール事業及び電子部品事業

における堅調な販売拡大による売上高の増加等の影響により、営業利益は前年度

から 43.9%の増益となりますが、運転資本の増加等によりフリー・キャッシュ・

フローは前年度から 31.9％の減少が見込まれております。2029 年３月期について

は、電子部品事業における設備投資額の減少等により、フリー・キャッシュ・フ

ローは前年度から 164.0%の増加が見込まれております。なお、本経営統合の実

行により実現することが期待されるシナジーについては、現時点において収益に

与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、以下の財務予測に加味し

ておらず、これを算定の基礎としたみずほ証券による算定にも盛り込まれており

ません。 

 

（単位：百万円） 

 2026 年 

３月期 

（９ヶ月） 

2027 年 

３月期 

2028 年 

３月期 

2029 年 

３月期 

売上高 555,033 706,526 757,179 780,453 

営業利益 25,898 29,214 42,032 50,077 

EBITDA 64,729 83,746 99,353 108,381 

フリー・キャッ

シュ・フロー 

26,830 21,481 14,629 38,619 

 

他方、イーグル工業については、イーグル工業が足元の収益環境及び業績等

を踏まえて現時点で合理的に予測可能な期間を対象期間として作成した 2026 年

３月期から 2029 年３月期までの４期分の財務予測、イーグル工業の 2026 年３月

期第１四半期における財務情報、一般に公開された情報等の諸要素を前提とし

て、イーグル工業が 2026 年３月期第２四半期以降に生み出すと見込まれるフリ

ー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって、企

業価値や株式価値を算定し、株式移転比率を算定しております。なお、割引率は

加重平均資本コストとして、8.4％～9.4％を採用しております。継続価値の算定

にあたっては、永久成長法及び EXIT マルチプル法を採用しております。永久成

長法では永久成長率を、外部環境等を総合的に勘案の上、1.5％～2.5％とし、継



 

続価値を 139,863 百万円～194,781 百万円と算定しております。EXIT マルチプル

法では企業価値に対する EBITDA の倍率を、類似企業比較法で選定した上場企業

の水準を勘案の上、5.6 倍～6.6 倍とし、継続価値を 121,180 百万円～147,785 百万

円と算定しております。また、投資有価証券を株式価値算定に重要な影響を及ぼ

す非事業用資産として計上しております。なお、みずほ証券が DCF 法で算定の

前提とした財務予測の具体的な数値は以下のとおりです。なお、当該財務予測に

おいては、利益又はフリー・キャッシュ・フローの大幅な増減が見込まれる事業

年度が含まれております。具体的には、2026 年３月期については、主に半導体業

界向け事業における堅調な販売拡大による売上高の増加等の影響により、営業利

益は前年度から 37.7％の増益となり、フリー・キャッシュ・フローは前年度から

44.9％の増加が見込まれております。2027 年３月期については、主に自動車・建

設機械業界向け事業及び舶用業界向け事業における設備投資額の減少により、フ

リー・キャッシュ・フローは前年度から 50.7％の増加が見込まれております。

2029 年３月期については、主に半導体業界向け事業における設備投資額の減少に

より、フリー・キャッシュ・フローは前年度から 38.2％の増加が見込まれており

ます。なお、本経営統合の実行により実現することが期待されるシナジーについ

ては、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるた

め、以下の財務予測に加味しておらず、これを算定の基礎としたみずほ証券によ

る算定にも盛り込まれておりません。 

 

（単位：百万円） 

 2026 年 

３月期 

（９ヶ月） 

2027 年 

３月期 

2028 年 

３月期 

2029 年 

３月期 

売上高 132,511 178,000 184,000 192,000 

営業利益 8,702 11,300 12,300 14,500 

EBITDA 20,369 27,160 28,054 30,269 

フリー・キャッ

シュ・フロー 

7,251 12,831 10,071 13,921 

 

みずほ証券は、上記株式移転比率の算定に際して、公開情報並びに NOK 及び

イーグル工業からみずほ証券に提供された情報等を原則としてそのまま採用し、

それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としてお

り、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておらず、またその義務を負

うものではありません。また、みずほ証券は両社及びその関係会社の資産及び負

債（デリバティブ取引、簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）に関



 

して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行

っておりません。みずほ証券は、両社から提供された事業計画、財務予測その他

将来に関する情報が、両社の経営陣による現時点で可能な最善の予測及び判断に

基づき、合理的に作成されたことを前提としております。みずほ証券は、両社の

事業計画の正確性、妥当性及び実現可能性について独自に検証することなくこれ

らの情報に依拠しております。みずほ証券の株式移転比率の算定は、2025 年 11

月７日までにみずほ証券が入手した情報及び経済条件を反映したものです。 

 

ウ．上場廃止となる見込み及び共同持株会社の上場申請等に関する取扱い 

両社は、新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所プラ

イム市場にテクニカル上場を行う予定です。上場日は、共同持株会社の設立登記

日である 2026 年 10 月１日を予定しております。また、両社は本株式移転により

共同持株会社の完全子会社となりますので、共同持株会社の上場に先立ち、2026

年９月 29 日にそれぞれ東京証券取引所を上場廃止となる予定です。なお、上場

廃止の期日につきましては、東京証券取引所の各規則により決定されます。 

 

エ．公正性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置を含む。） 

NOK は、イーグル工業の発行済株式総数（自己株式を除く。）の 32.03％

（2025 年９月 30 日現在）の株式を保有するイーグル工業のその他の関係会社で

あり、また、イーグル工業は NOK の関連会社であるため、本株式移転は、イー

グル工業にとって支配株主との重要な取引に該当せず、また、共同持株会社の株

式について、東京証券取引所プライム市場にテクニカル上場を行う予定であり、

株式移転設立完全親会社が新規上場申請を行わない場合に該当しませんが、NOK

は、イーグル工業のその他の関係会社であることから、本株式移転について、イ

ーグル工業に東京証券取引所の有価証券上場規程第 441 条に規定される「MBO

等に係る遵守事項」が適用される場合に該当します。そこで、両社は、株式移転

比率とその他本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じておりま

す（利益相反を回避するための措置を含みます。）。 

 

（ア）独立した第三者算定機関からの算定書の取得 

本株式移転の公正性・妥当性を担保するため、上記「ア．割当ての内容の根拠及

び理由」に記載のとおり、各社から独立した第三者算定機関として、NOK は大和証

券を、イーグル工業はみずほ証券をそれぞれ選定し、本株式移転に用いる株式移転

比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算定書を受領しております。なお、各社は、

いずれも上記第三者算定機関より、株式移転比率がそれぞれ株主にとって財務的見

地より妥当である旨の意見書（いわゆるフェアネス・オピニオン）を取得しており



 

ません。 

 

（イ）独立した法律事務所からの助言 

本株式移転の公正性・妥当性を担保するため、各社は、各社から独立した法務ア

ドバイザーとして、NOK は森・濱田松本法律事務所外国法共同事業を、イーグル工

業は西村あさひ法律事務所・外国法共同事業をそれぞれ選定し、それぞれ本株式移

転の手続き及び意思決定の方法・過程等についての助言を受けております。なお、

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業及び西村あさひ法律事務所・外国法共同事

業は、各社の関連当事者には該当せず、本経営統合に関して記載すべき重要な利害

関係を有しておりません。 

 

（ウ）イーグル工業における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 

イーグル工業は、NOK がイーグル工業株式の 32.03％（2025 年９月 30 日時点）

を所有しており、イーグル工業のその他の関係会社であることから、本株式移転を

含む本経営統合に構造的な利益相反の問題が存在し得ることを踏まえ、本経営統合

の検討にあたり、本株式移転を含む本経営統合の公正性を担保し、本経営統合に関

する意思決定の恣意性を排除し、イーグル工業の意思決定過程の公正性、透明性及

び客観性を確保し、利益相反を回避するとともに、イーグル工業が本経営統合を行

う旨の決定をすることがイーグル工業の一般株主にとって公正であることを確認

することを目的として、いずれも、NOK 及びイーグル工業と利害関係を有してお

らず、イーグル工業の社外取締役である山澤梨沙氏、及びイーグル工業の社外取締

役であり監査等委員である小池孝氏、庄野勝彦氏及び坂口昌子氏並びに社外有識者

である安田昌彦氏（ベネディ・コンサルティング代表取締役社長・公認会計士）の

５名によって構成される特別委員会（以下「イーグル工業特別委員会」といいます。）

を設置いたしました（なお、イーグル工業特別委員会の委員長には、委員間の互選

により、小池孝氏が選定されており、イーグル工業特別委員会の委員は設置当初か

ら変更しておりません。）。 

イーグル工業取締役会は、本経営統合を検討するにあたって、イーグル工業特別

委員会に対し、①本経営統合の目的の正当性・合理性（本経営統合がイーグル工業

の企業価値向上に資するかを含みます。）、②本経営統合の取引条件（本株式移転に

おける株式移転比率を含みます。）の公正性、③本経営統合に係る手続の公正性、

④本経営統合がイーグル工業の一般株主にとって公正か（以下「諮問事項」といい

ます。）について諮問いたしました。 

なお、イーグル工業取締役会は、イーグル工業特別委員会が、本経営統合がイー

グル工業の一般株主にとって不利益なものであると判断した場合には、本経営統合

に賛同しない（本経営統合に係る契約を締結しない）ものとするとともに、イーグ



 

ル工業特別委員会に対し、(a) 適切な判断を確保するためにイーグル工業の第三者

算定機関、法務アドバイザー、財務アドバイザーその他のアドバイザー（以下諮問

事項において「アドバイザー等」といいます。）を指名若しくは承認（事後承認を含

みます。）する権限、(b) イーグル工業の費用負担の下、イーグル工業特別委員会の

アドバイザー等を選任する権限（イーグル工業特別委員会のアドバイザー等の専門

的助言に係る合理的費用はイーグル工業の負担とする。）、(c) イーグル工業の費用

負担の下、イーグル工業特別委員会の職務を補助する者を選任する権限、(d) イー

グル工業の取締役、従業員その他イーグル工業特別委員会が必要と認める者にイー

グル工業特別委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求める権限、及

び(e) 必要に応じて本経営統合の条件等の交渉を行うこと又は交渉に関する指示を

イーグル工業に与える権限を付与することを決議しております。これを受けて、イ

ーグル工業特別委員会は、その独立性及び専門性・実績等を検討の上、イーグル工

業が選任したフィナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関としてのみずほ証券

及び法務アドバイザーとしての西村あさひ法律事務所・外国法共同事業について、

いずれも NOK 及びイーグル工業及び本経営統合の成否からの独立性及び専門性に

問題がないことから、それぞれをフィナンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関

及び法務アドバイザーとして承認した上で、イーグル工業特別委員会としても必要

に応じて専門的助言を受けることができることを確認しております。 

また、イーグル工業特別委員会は、本経営統合に係る検討に関与するイーグル工

業の取締役等につき、NOK 及びイーグル工業からの独立性が確保されており、利

害関係の観点から問題がないことを確認の上、承認しております。 

なお、イーグル工業特別委員会の報酬については、その職務の対価として、答申

内容にかかわらず、イーグル工業特別委員会の設置期間に応じた額の報酬を支払う

ものとされており、本経営統合の公表や成立等を条件とする成功報酬は含まれてお

りません。 

イーグル工業特別委員会は、2025 年６月 25 日から 2025 年 11 月７日までに、合

計 14 回、合計約 19.7 時間にわたって、全ての回に委員全員が出席の上開催したほ

か、会合外においても口頭又は電子メール等を通じて、意見表明や情報交換、情報

収集等を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、諮問事項に関し、慎重に検討

を行いました。 

具体的には、イーグル工業特別委員会は、(i)NOK に対して、本経営統合の提案に

至った背景・経緯及び本経営統合の目的、本経営統合によって生じるシナジー、本

経営統合後の経営方針や想定されるストラクチャー等に関するヒアリング、(ii)イー

グル工業に対する、NOK の提案内容に関する評価・検討状況等、NOK との間の協

議の内容等、みずほ証券によるイーグル工業株式の株式価値算定の前提とした事業

計画の内容及び作成方法に関するヒアリング、(iii)みずほ証券に対する、本取引の



 

内容及び進捗状況等、イーグル工業株式価値算定の内容・方法等に関するヒアリン

グ、(iv)西村あさひ法律事務所・外国法共同事業に対する、本取引において手続の公

正性を確保するために講じるべき措置、本取引に係る諸手続、本取引に係るイーグ

ル工業特別委員会の審議の方法並びに NOK との株式移転比率及びその他条件に関

する交渉等についての助言を含む法的助言に関するヒアリング等を行っておりま

す。 

その上で、イーグル工業特別委員会は、みずほ証券から受けた財務的見地からの

助言及び同社から 2025 年 11 月７日付で取得した株式移転比率算定書、並びに西村

あさひ法律事務所・外国法共同事業から得た法的助言を踏まえつつ、諮問事項につ

いて慎重に協議・検討を重ねた結果、2025 年 11 月７日付で、イーグル工業取締役

会に対し、委員全員の一致で、本答申書を提出いたしました。本答申書の詳細は、

NOK 及びイーグル工業が 2025 年 11 月 10 日に公表した「NOK 株式会社とイーグ

ル工業株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する統合契

約書の締結及び株式移転計画の作成について」をご参照ください。 

 

（エ）イーグル工業における利害関係を有しない取締役（監査等委員である取締

役を含みます。）全員の承認 

イーグル工業は、みずほ証券から受けた財務的見地からの助言及び同社から取得

した株式移転比率算定書、並びに西村あさひ法律事務所・外国法共同事業から得た

法的助言を踏まえつつ、イーグル工業特別委員会から提出を受けた本答申書の内容

を最大限に尊重しながら、本株式移転を含む本経営統合について慎重に協議及び検

討しました。その結果、2025 年 11 月 10 日開催のイーグル工業取締役会において、

利害関係を有しない取締役 12 名（監査等委員である取締役を含みます。）の全員一

致で、本経営統合契約の締結及び本株式移転計画の作成（注：NOK 及びイーグル工

業の間の 2026 年５月 21 日付本覚書による変更前のもの）を決議いたしました。 

 

（オ）イーグル工業における独立した検討体制の構築 

イーグル工業は、NOK 及び本株式移転の成否から独立した立場で、本株式移転

に係る検討、交渉及び判断を行う体制を社内に構築いたしました。具体的には、イ

ーグル工業は、2025 年６月 20 日に、NOK から本経営統合に係る提案を受領した日

以降、本株式移転に関する検討（NOK の株式価値算定の基礎となる事業計画の作

成を含みます。）並びに NOK との協議及び交渉を行う体制を構築いたしました。 

イーグル工業特別委員会は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の助言を踏

まえ、本株式移転について社内で検討、交渉及び判断を行うにあたり、NOK 及び本

株式移転の成否から独立した利害関係を有する者が参加していないことを確認い

たしました。これらの取扱いを含め、イーグル工業の検討体制に、独立性及び公正



 

性の観点から問題がないことについて、イーグル工業特別委員会の承認を得ており

ます。 

 

（カ）他の買収者による買収機会の確保（マーケット・チェック） 

イーグル工業及び NOK は、本経営統合契約において、本経営統合契約締結日以

降、イーグル工業及び NOK のいずれもが、第三者に対し、本経営統合と重要な点

において矛盾若しくは抵触し又は本経営統合の目的を阻害し得るような取引の提

案又は勧誘を行ってはならない旨の取引保護条項を設定しております。 

もっとも、本株式移転の効力発生日の 14 日前までにイーグル工業が抵触取引に

係る真摯な提案を受けた場合、自らの取締役の善管注意義務を果たすために必要か

つ合理的な範囲で、当該抵触取引に係る提案を行った第三者に対し情報提供し、又

は第三者との間で協議及び交渉をすることは妨げられておりません。また、イーグ

ル工業は、イーグル工業特別委員会が本答申書に係る答申内容を撤回し、かつ、当

該抵触取引に係る提案に応じないことがイーグル工業の取締役の善管注意義務に

違反すると合理的に判断した場合には、本経営統合契約を終了させることができる

旨の Fiduciary Out 条項が設けられています。 

加えて、本経営統合が公表されてから本株式移転の効力発生予定日である 2026

年 10 月１日までの間には約 11 ヶ月もの期間があるとともに、本株式移転に係る株

式移転計画を承認するための株主総会決議は 2026 年６月下旬に開催予定と公表か

ら約８ヶ月もの期間があることから、イーグル工業の株主に対し、本株式移転に係

る株式移転計画に賛成するか否かを適切に判断するための時間と機会を確保する

とともに、イーグル工業の株式について、NOK 以外の者にも、対抗的な買付け等を

行う機会が確保されています。以上を踏まえると、本経営統合契約において取引保

護条項が規定されていたとしても、イーグル工業による間接的なマーケット・チェ

ックの実施の効果を阻害するものではないと評価できると考えております。 

また、本経営統合の検討過程において、イーグル工業は、積極的なマーケット・

チェックまでは行っておりませんが、本株式移転においては、上記のとおりいわゆ

る間接的なマーケット・チェックが実施されているものと認められるほか、上記（ア）

から（オ）までのとおり、他に十分な公正性担保措置が講じられていることを踏ま

えると、積極的なマーケット・チェックが実施されていないことのみをもって、本

経営統合における手続の公正性が損なわれるものではないと考えております。 

 

(2) 共同持株会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

両社は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、共同持株会社の資本金及び

準備金の額を以下のとおり決定いたしました。 

 



 

ア 資本金の額  5,000,000,000 円 

イ 資本準備金の額  370,000,000,000 円 

ウ 利益準備金の額   0 円 

 

これらの資本金及び準備金の額につきましては、共同持株会社の規模その他の諸事

情を総合的に勘案・検討し、両社が協議の上、会社計算規則第 52 条の規定の範囲内

で決定したものであり、相当であると判断しています。 

 

3. 会社法第 773 条第１項第７号及び第８号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項 

該当事項はありません。 

 

4. 会社法第 773 条第１項第９号及び第 10 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項 

該当事項はありません。 

 

5. NOK についての次に掲げる事項 

(1) 最終事業年度（2026 年３月期）に係る計算書類等の内容 

NOK の 2026 年３月期に係る計算書類等の内容につきましては、別紙２に記載のと

おりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

6. イーグル工業について、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則

第 206 条第 4 号イ） 

該当事項はありません。 

 

 

以上 



 

別紙 1 

 

株式移転計画書（写） 

 

NOK 株式会社（以下「甲」という。）及びイーグル工業株式会社（以下「乙」という。）

は、共同株式移転の方法による株式移転を行うことにつき合意したので、以下のとおり共同

して株式移転計画（以下「本計画」という。）を作成する。 

 

（本株式移転） 

第１条 本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により、新たに設

立する株式移転設立完全親会社（以下「新会社」という。）の成立日（第 6 条に定

義する。以下同じ。）において、甲及び乙の発行済株式の全部を新会社に取得させ

る株式移転（以下「本株式移転」という。）を行うものとし、これにより甲及び乙

は新会社の完全子会社となる。 

 

（新会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項） 

第２条 新会社の目的等に関する事項は、次の各号に規定するとおりとする。 

１．目的 

新会社の目的は、別紙の定款第 2 条記載のとおりとする。 

２．商号 

新会社の商号は、「NOK Group 株式会社」とし、英文では「NOK Group Corporation」

と表示する。 

３．本店の所在地 

新会社の本店の所在地は、東京都港区とし、本店の所在場所は東京都港区芝大

門一丁目 12 番 15 号とする。 

４．発行可能株式総数 

新会社の発行可能株式総数は、7 億株とする。 

② 前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙の定款記載のとおり

とする。 

 

（新会社設立時役員） 

第３条 新会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）、設立時

監査等委員である設立時取締役及び設立時会計監査人の氏名又は名称については、

次の各号に規定するとおりとする。 

１．新会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）の氏

名は次のとおりとする。員数：合計 4 名 



 

鶴 正雄（代表取締役 グループ CEO） 

武田 睦史（取締役 グループ CFO） 

佐藤 祐樹（取締役 グループ CTO） 

鶴 鉄二（取締役） 

２．新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。

（員数：合計 5 名） 

林 一茂（常勤） 

藤岡 誠（社外取締役） 

島田 直樹（社外取締役） 

今田 素子（社外取締役） 

梶谷 篤（社外取締役） 

３．新会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 

監査法人日本橋事務所 

 

（本株式移転に際して交付する株式の数の算定方法及びその割り当て） 

第４条 新会社は、本株式移転に際して、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時（以下「基

準時」という。）における甲及び乙の株主名簿記載の株主に対し、それぞれその所

有する甲及び乙の普通株式に代わり、(i)甲が基準時に発行している普通株式の数に

1 を乗じて得られる数、及び(ii)乙が基準時に発行している普通株式の数に 1 を乗じ

て得られる数の合計に相当する新会社の普通株式（以下「交付株式」という。）を

交付する。 

② 新会社は、前項の定めにより交付される交付株式を、基準時における甲及び乙の株

主に対して、次の各号に規定する割合をもって割り当てる。 

１．甲の株主に対しては、その所有する甲の普通株式 1 株に対して新会社の普通株

式 1 株 

２．乙の株主に対しては、その所有する乙の普通株式 1 株に対して新会社の普通株

式 1 株 

③ 前二項の計算において、1 株に満たない端数が生じる場合には、会社法（平成 17

年法律第 86 号。その後の改正を含む。以下同じ。）第 234 条その他関係法令の規定

に従い処理する。 

 

（新会社の資本金及び準備金） 

第５条 新会社の成立日における新会社の資本金は 50 億円とし、準備金の額は、会社計算

規則第 52 条の定めにより、甲及び乙が決定する。 

 

 



 

（新会社成立日） 

第６条 新会社の設立の登記をすべき日（以下「成立日」という。）は、2026 年 10 月 1 日

とする。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、

甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができるものとする。  

 

（株式上場、株主名簿管理人） 

第７条 新会社は、成立日において、その発行する普通株式の東京証券取引所プライム市

場への上場を予定する。 

② 新会社の株主名簿管理人は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社とする。 

 

（株式移転計画承認株主総会） 

第８条 甲及び乙は、2026 年 6 月に開催予定の定時株主総会において、本計画の承認及び

本株式移転に必要な事項に関する決議を行うものとする。但し、本株式移転の手続

進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合意により本計

画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求める各株主総会の開催日

を変更することができるものとする。 

 

（自己株式の消却） 

第９条 甲及び乙は、成立日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、そ

れぞれが基準時において保有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法

第 806 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含

むが、甲及び乙の役員報酬 BIP 信託に係る信託財産として受託者が管理するそれ

ぞれの株式は含まれない。）の全部を基準時に消却するものとする。 

 

（剰余金の配当等） 

第１０条 甲は、(i)2026 年 3 月 31 日を基準日として普通株式 1 株あたり 65 円を限度とし

て、また、(ii)2026 年 9 月 30 日を基準日として普通株式 1 株あたり 70 円を限度と

して、それぞれ剰余金の配当を行うことができる。また、甲は、(ⅲ)成立日の前日

までの間、法令等に従い、総額 30,000 百万円を限度として、自己株式の取得を行

うことができる。 

② 乙は、(i)2026 年 3 月 31 日を基準日として普通株式 1 株あたり 65 円を限度とし、

また、(ii)2026 年 9 月 30 日を基準日として普通株式 1 株あたり 70 円を限度として、

それぞれ剰余金の配当を行うことができる。 

③ 甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本計画作成日から成立日までの間、成立

日よりも前の日を基準日とする剰余金の配当決議を行ってはならない。但し、甲乙協

議の上合意をした場合は、この限りではない。 



 

 

（事業の運営等） 

第１１条 甲及び乙は、甲及び乙が別途合意する場合を除き、本計画作成日から成立日ま

での間、それぞれ善良な管理者の注意をもって、本計画作成日以前と実質的に同一

かつ通常の業務の範囲において、自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行

い、かつ、それぞれの子会社をして、善良な管理者の注意をもって、本計画作成日

以前と実質的に同一かつ通常の業務の範囲において、その業務の遂行並びに財産の

管理及び運営を行わせるものとする。 

② 甲及び乙は、本計画作成日から成立日までの間、甲及び乙が別途合意する場合を除

き、本株式移転の実行又は本株式移転における株式移転比率の合理性に重大な影響

を及ぼす可能性のある事由又は事象が判明した場合は、相手方に対し、速やかにその

旨を書面で通知し、相手方と誠実に協議するものとする。 

 

（本株式移転条件の変更及び本株式移転の中止） 

第１２条 甲及び乙は、本計画作成後、新会社の成立日までの間、天災地変その他当事者

の責に帰すことのできない事情により、甲又は乙の資産・負債・経営状態等に重要

な変動が生じた場合、又は本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じたとき

は、甲乙間で協議し、書面による合意の上で、本株式移転の条件その他本計画の内

容を変更し、又は本株式移転を中止することができる。 

 

（本計画の効力） 

第１３条 本計画は、第 8 条に規定する甲若しくは乙の株主総会による本計画の承認その

他の本株式移転に必要な事項に関する決議が得られない場合、又は前条に基づき本

株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。 

 

（合意管轄） 

第１４条 本計画に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 

 

（協議） 

第１５条 甲及び乙は、本計画に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、本計

画の趣旨に従い、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 

 

以上 

  



 

以上、本計画作成の証として、本計画書 2 通を作成し、甲乙記名押印し、それぞれ各 1 通

を保有する。  

 

 

 ２０２５年１１月１０日 

 

 

甲 東京都港区芝大門一丁目 12 番 15 号 

 NOK 株式会社 

 
代表取締役 社長執行役員 

グループ CEO       鶴 正雄 

 

 

乙 
東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 

芝パークビル B 館 14 階 

 イーグル工業株式会社 

 代表取締役会長兼社長     鶴 鉄二 

  



 

別紙 定款 

 

NOK Group 株式会社定款 

 

第１章 総    則 

（商 号） 

第１条 当会社は、NOK Group株式会社と称し、英文ではNOK Group Corporationと表示す

る。 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、及びこれらの事業を営む会社（外国

会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これら

に準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を

支配又は管理することを目的とする。 

   １．密封装置類並びにその関連製品、及び工業用ゴム製品の製造・販売 

   ２．合成樹脂、合成ゴム、潤滑剤及び化学合成品の製造・加工・販売 

３．輸送用、建設用、農業用、鉄鋼用、製紙用、公害防止用、化学工業用、鉱業用等

の機械・機器及び装置並びに部品の製造・販売 

   ４．油圧・空圧機器及び部品並びにシステムの設計・製作・販売 

   ５．粉末冶金、鋳造、炭素、特殊窯業製品の製造・販売 

   ６．電気・通信・電子・計測・音響機器及び部品の製造・販売 

７．医薬品及び医療用機械・機器・装置・用具並びに部品の製造・加工・販売 

８．密封装置類、製紙機械、原子力発電機器、油圧・空圧機器及び公害防止機器等の

設置工事並びにその附帯工事の請負 

９．各種弁、継手、保温材及び管、動力伝達装置の製造・販売 

   10．前各号に附帯又は関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して

行う。 

 

 



 

第２章 株    式 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、７億株とする。 

 

（単元株式数） 

第６条 当会社の１単元の株式数は、100株とする。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第７条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を

行使することができない。 

（１）会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当て

を受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第８条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公

告する。 

③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及

び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれ

を取扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第９条 当会社の株主名簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式に関する

事項、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、取締役会で定める

株式取扱規則による。 

 

（基準日） 

第 10 条 当会社は、毎年３月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することが

できる株主とする。 

② 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決議によって、予め２週間前までに公告

して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主もしくは登録株式質権

者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすること

ができる。 



 

 

第３章 株 主 総 会 

（招集） 

第 11 条 定時株主総会は、毎年４月１日から３ケ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応

じて招集する。 

 

（招集権者及び議長） 

第 12 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役

社長が招集し、議長となる。 

② 取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により他の取

締役が招集し、議長となる。 

 

（電子提供措置等） 

第 13 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい

て、電子提供措置をとるものとする。 

  ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部

について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記

載しないことができる。 

 

（総会の決議の方法） 

第 14 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

② 会社法第 309 条第２項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として議決権を行使する

ことができる。ただし、株主又は代理人はその代理権を証明する書面を株主総会ごと

に当会社に提出しなければならない。 

 

（議事録） 

第 16 条 株主総会の議事は、その経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項

を議事録に記載又は記録し、10 年間当会社本店に備え置く。 

 

 



 

第４章 取締役及び取締役会 

（取締役会の設置） 

第 17 条 当会社は、取締役会を置く。 

 

（取締役の員数及び選任） 

第 18 条 当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、８名以内とする。 

  ② 当会社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、６名以内と

する。 

③ 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって

選任する。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

④ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 19 条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議によって、監査等委員でない取締役の

中から選定する。 

② 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から会長、社長各１

名を選定することができる。 

 

（取締役の任期） 

第 20 条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

  ② 監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 

③ 補欠又は増員のため選任された監査等委員でない取締役の任期は、他の監査等委

員でない在任取締役の任期の満了する時までとする。 

④ 補欠のため選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了す

る時までとする。 

⑤ 会社法第 329 条第３項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有

する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後２年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 

 

（取締役の報酬等） 

第 21 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを

区別して定める。 

 



 

（取締役の責任免除） 

第 22 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役

（取締役であったものを含む。）の同法第 423 条第１項の賠償責任を法令の限度にお

いて免除することができる。 

② 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等で

あるものを除く。）との間で、同法第 423 条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。 

 

（業務執行の決定の取締役への委任） 

第 23 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第６項の規定により、取締役会の決議によって重

要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締

役に委任することができる。 

  

（取締役会規則） 

第 24 条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会が別に定め

る取締役会規則による。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 25 条  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長と

なる。 

② 取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により他の取

締役が招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 26 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日より４日前までに発する。ただし、緊

急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。 

② 取締役全員の同意があるときは、前項の招集の手続きを経ないで取締役会を開催

することができる。 

 

（取締役会の決議の方法） 

第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締

役の過半数をもって行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 28 条 当会社は、取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の



 

全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、

当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（取締役会議事録） 

第 29 条 取締役会の議事は、その経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項

を議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役が記名捺印又は電子署名の上

これを 10 年間当会社本店に備え置く。 

 

第５章 監査等委員会 

（監査等委員会の設置） 

第 30 条 当会社は、監査等委員会を置く。 

 

（常勤監査等委員） 

第 31 条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。 

 

（監査等委員会規則） 

第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会が

別に定める監査等委員会規則による。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第 33 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日より４日前までに発する。た

だし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。 

② 監査等委員全員の同意があるときは、前項の招集の手続きを経ないで監査等委員

会を開催することができる。 

 

（監査等委員会の決議の方法） 

第 34 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、

出席監査等委員の過半数をもって行う。 

 

（監査等委員会議事録） 

第 35 条 監査等委員会の議事は、その経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める

事項を議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員が記名捺印又は電子署名の上

これを 10 年間当会社本店に備え置く。 

 

 

 



 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の設置） 

第 36 条 当会社は、会計監査人を置く。 

 

（会計監査人の選任） 

第 37 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

 

（会計監査人の任期） 

第 38 条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当

該定時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

（会計監査人の報酬等） 

第 39 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 

 

第７章 計    算 

（事業年度） 

第 40 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 

 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第 41 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、

法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31 日とする。 

② 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月 30 日とする。 

③ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第 43 条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満３年を経過しても受領されない

ときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 

 

 

 

 



 

附 則 

 

（最初の事業年度） 

第１条 当会社の最初の事業年度は、第 40 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から

2027 年３月 31 日までとする。 

 

（取締役の当初の報酬等） 

第２条 当会社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対する、当会社の

成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの報酬等のうち金銭で支給するもの

の総額は、第 21 条の規定にかかわらず、以下のとおりとし、監査等委員でない取締

役の個別の報酬等の額については取締役会に一任する。なお、当該報酬額には使用人

兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 

  （１）監査等委員でない取締役 年額 460 百万円以内（うち社外取締役分は年額 30

百万円以内） 

  （２）監査等委員である取締役 年額 100 百万円以内 

②  当会社の取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居

住者を除く。以下、「当会社取締役等」という。）に対する、当会社の成立の日から

2029 年３月末日に終了する事業年度までの期間（以下「本対象期間」という。）の

報酬等のうち、株式報酬制度（以下「本制度」という。次条において同じ。）による

報酬等の額及び内容は、以下のとおりとする。なお、本制度に基づく報酬は、前項に

定めるものとは別枠とする。 

  （１）本制度の概要 

     本制度は、NOK 株式会社（以下「NOK」という。）及びイーグル工業株式

会社（以下「イーグル工業」という。）が、2026 年９月 30 日までに信託に拠

出した金員及び当会社が本対象期間に拠出する金員を信託へ拠出し、当該金員

を原資として信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）

を通じて当会社株式が株式市場又は当会社（自己株式処分）から取得され（本

対象期間に係る当会社株式は株式市場から取得予定）、当会社取締役等に対し

て、役位及び業績目標の達成度等に応じて、当会社株式及び当会社株式の換価

処分金相当額の金銭（以下「当会社株式等」という。）について役員報酬とし

て交付及び給付（以下「交付等」という。）を行う業績連動型株式報酬制度で

ある。 

     本制度は、NOK の 2024 年６月 26 日開催の株主総会及びイーグル工業の

2024 年６月 25 日開催の株主総会において承認された株式報酬制度を一部改定

した内容であり、当会社は、NOK が三菱 UFJ 信託銀行株式会社と締結した 2022

年８月５日付の役員報酬 BIP 信託契約（当該信託契約に係る信託期間を 2029

年８月 31 日まで延長する予定である。以下、当該信託契約に係る信託を「本

信託（NOK）」という。）及びイーグル工業が三菱 UFJ 信託銀行株式会社と締

結した 2022 年８月５日付の役員報酬 BIP 信託契約（当該信託契約に係る信託

期間を 2029 年８月 31 日まで延長する予定である。以下、当該信託契約に係る

信託を「本信託（イーグル工業）」という。）について、2026 年 10 月１日を

もって、NOK 及びイーグル工業の契約上の地位及び権利義務をそれぞれ承継



 

（以下、NOK 及びイーグル工業の契約上の地位及び権利義務の承継をあわせ

て「本承継」という。）するとともに、本信託（NOK）及び本信託（イーグル

工業）を本信託として取り扱うものとする（なお、本承継後、本信託（NOK）

及び本信託（イーグル工業）を所定の手続きを行った上で統合する。）。 

  （２）当会社が拠出する金銭の上限 

      当会社は、当会社取締役等に対する交付等の対象とする当会社株式取得の

ために、対象期間毎に当会社から本信託に拠出される信託金の上限は、670 百

万円に当該対象期間の年数を乗じた金額（対象期間が３年の場合は合計 2,010

百万円）としたうえで、かかる信託金を拠出し、当会社取締役等を受益者とし

て対象期間に対応する期間の本信託を設定する。 

     当会社は、対象期間中、当会社取締役等に対して、下記（３）に定めるとお

りポイントの付与を行い、あらかじめ定められた一定の時期に付与されたポイ

ント数に相当する当会社株式等の交付等を本信託から行う。 

      また、本対象期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約

の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することができるもの

とし、それ以降についても同様とする。その場合、原則３年間が新たな対象期

間となり、当該新たな対象期間と同一の期間について本信託の信託期間を延

長し、当会社は、当会社取締役等に対する交付等の対象とする当会社株式取得

を目的として、670 百万円に当該対象期間の年数を乗じた金額の範囲内で追加

拠出を行い、引き続き新たな対象期間について、当会社取締役等に対するポイ

ントの付与及び当会社株式等の交付等を継続する。ただし、かかる追加拠出を

行う場合において、延長する前の対象期間の末日において、当会社取締役等に

対する交付等の対象とする当会社株式取得のために取得又は拠出された当会

社株式（当会社取締役等に付与されたポイントに相当する当会社株式で交付

等が未了であるものを除く。）及び金銭（以下「残存株式等」という。）のう

ち、信託財産内に残存するものがあるときは、残存株式等の金額と追加拠出さ

れる信託金の合計額は、670 百万円に当該対象期間の年数を乗じた金額の範囲

内とする。 

       なお、本信託の対象期間の満了時に信託契約の変更及び追加信託を行わな

い場合には、それ以降、ポイントの付与は行わないものとする。ただし、当

該時点で当会社株式の交付が未了である取締役等が在任している場合には、

当会社株式の交付が完了するまで、最長で約２年間、本信託の信託期間を延

長させることがある。 

（３）当会社取締役等に対して交付等が行われる当会社株式等の数の算定方法及

び上限等 

     当会社取締役等に対して交付等が行われる当会社株式等の数は、「株式交付

ポイント」の数により定まる。株式交付ポイント１ポイントにつき当会社株式

１株を交付するものとし、１ポイント未満の端数は切り捨てる。ただし、当会



 

社株式について対象期間中に株式分割・株式併合等を行った場合には、分割比

率・併合比率等に応じて、株式交付ポイント１ポイントあたりの当会社株式数

及び当会社取締役等に交付等が行われる当会社株式等の数の上限を調整する。 

〈株式交付ポイントの算定方法〉 

    a．業績連動部分 

        対象期間中、毎年役位等に応じて付与される基準ポイントのうち 50％に

相当するポイントに対し、原則として３年経過後に目標達成度に応じた業

績連動係数を乗じて算定する。 

        ※業績連動係数は、相対 TSR（TOPIX）とし、業績目標の達成度等に応じ

て０～200％の範囲で変動する。 

        なお、対象期間中の事業年度の途中で退任、死亡又は国内非居住者となっ

た当会社取締役等については、業績連動係数を 100％とした上で、株式交付

ポイントを速やかに付与するものとする。 

      b．非業績連動部分 

        対象期間中、毎年役位等に応じて付与される基準ポイントのうち 50％に

相当するポイントとする。 

        本信託の対象期間について当会社取締役等に交付等が行われる当会社株

式等の数（当会社取締役等に付与されるポイントの数）の上限は、36 万株

に対象期間の年数を乗じた株式数とする（対象期間が３年の場合は合計 108

万株）。なお、当該当会社取締役等に交付等が行われる当会社株式等の数の

上限は、上記の当会社が拠出する金員の上限を踏まえ、過去株価等を参考に

設定する。 

    （４）当会社取締役等に対する当会社株式等の交付等の方法及び時期 

       受益者要件を満たす当会社取締役等は、基準ポイントの付与から３年が経

過した後の一定時期に、所定の受益権確定手続を行うことにより、株式交付ポ

イント数の 50％に相当する当会社株式（単元未満株式については切り捨て）

の交付を受け、残りの株式交付ポイント数に相当する当会社株式については、

本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるもの

とする。 

       なお、対象期間中に受益者要件を満たす当会社取締役等が死亡した場合に

は、当該時点における株式交付ポイント数に相当する当会社株式について、そ

の全てを本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を当

該当会社取締役等の相続人が受けるものとする。 

       また、受益者要件を充足する場合であっても、当会社取締役等による非違行

為等が取締役会で確認された場合には、全部若しくは一部の当会社株式等の

交付等を行わず、又は交付等を行った当会社株式等若しくはその相当額の全

部若しくは一部の返還を求めることができるものとする。 



 

    （５）本信託内の当会社株式に関する議決権 

       本信託内にある当会社株式（当会社取締役等に交付等が行われる前の当会

社株式）については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は

行使されないものとする。 

    （６）本信託内の当会社株式の配当の取り扱い 

       本信託内の当会社株式に係る配当は、本信託が受領し、本信託の信託報酬・

信託費用に充当される。信託報酬・信託費用に充てられた後、最終的に本信託

が終了する段階で配当金の残余が生じた場合には、信託金から株式取得資金

を控除した信託費用準備金の範囲内で当会社に帰属し、信託費用準備金を超

過する部分については、当会社及び当会社取締役等と利害関係のない団体へ

の寄附を行うものとする。 

    （７）その他の本制度の内容 

       本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及

び本信託への追加拠出の都度、取締役会において定める。また、当会社は、本

制度と同様の制度を当会社の子会社にも導入することができる。 

 

（本附則の削除） 

第３条 本附則第１条及び第２条第１項は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をも

って削除する。 

   ② 本附則第２条第２項は、本制度終了時（ただし、当会社の株主総会において本制

度の変更又は継続に関する議案が付議され承認された場合には、当該承認のとき）

をもって削除する。 

 

以上 
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NOK の最終事業年度（2026 年３月期）に係る計算書類等の内容 

（次頁以降に記載のとおり） 

 

 



























































事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

業務の適正を確保するための体制
(1) 業務の適正を確保するための体制の決定内容
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりで
あります。

①　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　　法令、定款および社内規則等に基づき、株主総会議事録および取締役会議事録等各種議事録ならびに稟議書等決裁書類を各主管部門にて保存・管理し、

取締役は、これらの文書等を閲覧できる体制を確保するものとする。

②　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　リスク管理規程に基づき、リスクマネジメント委員会がリスクの把握・分析ならびに組織横断的なリスク管理体制を推進し、取締役にその実施状況を定

期的に報告するとともに、必要により体制を見直すものとする。

③　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　取締役は、取締役会規則に基づき取締役会を開催し、取締役の担当職務の決定、事業戦略・経営方針等の重要事項を決定するとともに、各業務部門の業

務執行の責任者として執行役員を選任する。取締役会は必要に応じて、重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役へ委任するとともに、その執行につ
いては執行役員へ権限を委譲することにより、迅速な業務遂行と目標達成にあたらせ、これを監督する。さらに、任務権限規程により、職務権限および意
思決定ルールを明確にし、かつ定期的に開催するManagement Committeeを通じて、事業計画・経営施策・業務実施計画の推進状況を確認することで、
適切かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保するものとする。

　　取締役の職務の執行に対しては、監査等委員会が監査部門と適宜連携のうえ監査を行うことで、効率性を確保するものとする。

④　当社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　　ＮＯＫ企業行動憲章に基づき、事業活動においてコンプライアンスを重視することを明確にするとともに、コンプライアンス規程・従業員コンプライア

ンス行動指針に基づき、従業員教育の実施等により、法令、定款および社内規則等に適合する体制を確立し、推進するものとする。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　内部統制規程に基づき、次のとおり子会社に対する体制を整備し、企業集団の業務の適正を確保するものとする。
　　また、財務報告に係る内部統制規程に基づき、当社および子会社の財務報告の信頼性の確保のための確認を取締役の指示に基づき実施するものとする。
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　　内部統制規程に基づき、子会社管轄部門が管轄する子会社の経営状況を確認するとともに、業務統轄部門がそれぞれの所管業務について、子会社に必要

な指示と支援を行い、その推進状況を確認するものとする。
ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　内部統制規程に基づき、業務統轄部門が子会社にリスク管理体制を整備させるとともに、業務統轄部門・子会社管轄部門にその実施状況を定期的に報告

させ、必要により体制を見直すよう指示するものとする。
ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　子会社の経営者・管理職が参加するManagement Committeeを四半期毎に開催し、情報の共有、経営の透明性を図るものとする。当会議においてグ

ループ経営施策・事業計画の推進状況の報告・討議を行い、企業集団全体の経営の効率性の確保を図るものとする。
ニ．子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　　内部統制規程に基づき、業務統轄部門が子会社に企業行動憲章・コンプライアンス規程・従業員コンプライアンス行動指針を整備させ、事業活動におい

てコンプライアンスを重視することを明確にさせるとともに、法令、定款および社内規則等に適合する体制を確立、推進させ、その推進状況を確認するも
のとする。
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⑥　当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　　監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、その職務権限・人選等を監査等委員会と協議の上、法令等に精通し、その補助ができる人材を置く

ものとする。

⑦　前項の使用人の当社の監査等委員でない取締役からの独立性および当該使用人に対する当社の監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
　　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の補助業務中はその指揮命令に従い、監査等委員会をはじめ関連する主要な会議に出席し、監

査等委員会からの指示を実行するものとする。当該使用人を変更する場合は監査等委員会と協議するものとする。

⑧　当社および子会社の監査等委員でない取締役・使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
　　監査部門が、内部統制規程に基づき、当社および子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を監査等委員会に報告するものとす

る。

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　　前号の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社に周知徹底するものとす

る。

⑩　当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　監査等委員会規則に基づき監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査等委員が職務を執行できるよう、その費用を確保するものとす
る。

⑪　その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　監査等委員でない取締役の職務執行を監督するため、監査等委員会規則に基づき監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査等委員が、

取締役会他重要な会議への出席ならびに業務および財務の状況調査を行える体制を確保するものとする。
　　また、監査部門および会計監査人と監査等委員会は、定期的な意見交換を実施するものとする。
　　更には、代表取締役と監査等委員は定期的な意見交換等を実施するものとする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、前記(1)「業務の適正を確保するための体制の決定内容」に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。その運用状況の概要は以下
のとおりであります。

①　情報の保存および管理体制の運用状況の概要
　　株主総会議事録および取締役会議事録等各種議事録ならびに稟議書等決裁書類を各主管・起案部門にて遅滞なく作成・起案し、適切に管理・保管してお

ります。

②　リスク管理体制の運用状況の概要
　　リスク管理規程に基づき、リスクマネジメント委員会がリスクの把握・分析ならびに組織横断的なリスク管理体制を推進し、取締役にその実施状況を報

告しております。

③　効率的な職務執行体制の運用状況の概要
　　執行役員、上級管理職は職務権限・意思決定ルールに基づき迅速かつ効率的な業務執行を行っており、取締役は、Management Committee（当期は４

回）等を通じて、その業務執行を監督しております。また、取締役会（書面で開催されたものも含め、当期は18回）、中央労使協議会（当期は19回)、そ
の他各種委員会を通じて、取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われているかを確認しております。

　取締役の職務執行に対しては、効率性の確保のため、監査等委員会が監査部門と適宜連携のうえ、監査を行っております。

④　コンプライアンス体制の運用状況の概要
　　ＮＯＫ企業行動憲章・コンプライアンス規程・従業員コンプライアンス行動指針を周知・徹底するとともに、「コンプライアンス推進月間」や従業員教

育の実施、内部通報窓口の設置等により、法令、定款および社内規則等の遵守の取り組みを継続的に行っております。

⑤　グループ管理体制の運用状況の概要
イ．子会社の経営状況や当社の指示と支援の推進状況について、適宜報告を受けております。
ロ．子会社にリスク管理体制を整備させ、その実施状況について業務統轄部門・子会社管轄部門が報告を受けております。
ハ．Management Committeeを四半期毎に開催し、企業集団全体の経営の効率性を確保しております。
ニ．子会社に企業行動憲章・コンプライアンス規程・従業員コンプライアンス行動指針を整備させ、法令、定款および社内規則等の遵守状況を定期的に確認

しております。
ホ．当社および子会社の財務報告の信頼性の確保のための確認を年１回実施しております。

⑥　監査等委員会の監査体制の運用状況の概要
イ．監査等委員会と協議の上、法令等に精通し、監査等委員会の補助ができる人材を、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として置いております。
ロ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会等に出席し、監査等委員会からの指示に基づき職務を遂行しております。
ハ．監査部門が、当社および子会社の業務の適正を確保する体制を年１回確認する他、定期的に内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しており

ます。
ニ．コンプライアンス規程および内部通報規程において、内部通報窓口に報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しており、その旨を当

社および子会社に周知徹底しております。
ホ．監査等委員会が監査方針、監査計画に基づき職務を執行できる費用を確保しております。
ヘ．監査等委員は、取締役会他重要な会議に出席し、業務および財務の状況調査を行っております。
　　また、監査等委員会と監査部門および会計監査人は定期的な意見交換を実施しております。更には、監査等委員と代表取締役は定期的な意見交換を実施

しております。
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連結株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 23,335 27,343 398,858 △17,691 431,846
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △19,873 △19,873
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 46,338 46,338
自 己 株 式 の 取 得 △15,076 △15,076
自 己 株 式 の 処 分 661 661
自 己 株 式 の 消 却 △29,554 29,554 －
利 益剰余金から資本剰余金への振替 29,554 △29,554 －
連結子会社株式の取得による持分の増減 373 373
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － 373 △3,089 15,138 12,423
当 期 末 残 高 23,335 27,717 395,769 △2,553 444,269

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 55,041 66,295 25,822 147,159 44,415 623,421
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △19,873
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 46,338
自 己 株 式 の 取 得 △15,076
自 己 株 式 の 処 分 661
自 己 株 式 の 消 却 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 －
連結子会社株式の取得による持分の増減 373
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,047 21,430 20,045 33,428 997 34,425
当 期 変 動 額 合 計 △8,047 21,430 20,045 33,428 997 46,849
当 期 末 残 高 46,993 87,726 45,867 180,587 45,413 670,270

（ご参考）連結キャッシュ・フローの状況（2025年4月1日から2026年3月31日まで） (単位：百万円)

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の
期末残高

68,156 △10,259 △47,078 156,706

連結計算書類

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
1.　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
　　①　連結子会社の状況

イ．連結子会社の数 80社
ロ．主要な連結子会社の名称 タイＮＯＫ Co., Ltd.

ユニマテック株式会社
メクテック株式会社
メクテックマニュファクチャリング Corp.台湾 Ltd.

　　②　非連結子会社の状況
イ．主要な非連結子会社の名称 メクテックオートメーションテクノロジー Corp.珠海 Ltd.
ロ．連結の範囲から除いた理由 非連結子会社の総資産額・売上高・当期純損益及び利益剰余金等の各合計は、連結計算書類上

の総資産額・売上高・親会社株主に帰属する当期純損益及び利益剰余金等に対し、いずれも僅
少であり、全体として連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めて
おりません。

⑵ 持分法の適用に関する事項
　　①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

イ．持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 18社
ロ．主要な会社等の名称 イーグル工業株式会社

平和オイルシール工業株式会社
フロイデンベルグＮＯＫジェネラルパートナーシップ

　　②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な会社等の名称 該当事項ありません。

⑶ 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
　　①　連結の範囲の変更

イ．新規連結子会社　　　　　　（0社） 該当事項ありません。
ロ．連結範囲から除外した会社　（12社） シンジーテック株式会社 他11社

　　②　持分法の適用範囲の変更　　　　　　　　　　　　　該当事項ありません。
⑷ 連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は35社であり、その事業年度末日は12月31日であります。このうちNOK Inc.につきましては、当該事
業年度末日と連結会計年度末日との間に生じた重要な取引については、連結上、必要な調整を行うこととしております。また、メクテックマニュファク
チャリングCorp.珠海Ltd.他33社につきましては、連結決算日である３月31日に本決算に準じた仮決算を行っております。

⑸ 会計方針に関する事項
　　①　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　　イ．その他有価証券
　　　　・市場価格のない株式等以外のもの
　　　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
　　　　・市場価格のない株式等
　　　　　　移動平均法による原価法によっております。
　　　ロ．デリバティブ

時価法によっております。
　　　ハ．棚卸資産

　当社及び国内連結子会社の製品・仕掛品は主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）、原材料及び貯蔵品は総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）により評価しておりま
す。在外連結子会社は主として移動平均法又は先入先出法による低価法によっております。

　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　定額法によっております。
　　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　５～50年
　　　　　　機械装置及び運搬具　　　　　　　４～10年
　　　ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　定額法によっております。
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（単位：百万円）

当連結会計年度

繰延税金資産 6,037

　　　ハ．リース資産
　　　　　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　　　ニ．長期前払費用
　　　　　均等償却しております。
　　③　重要な引当金の計上基準
　　　イ．貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等については個別に債権の回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

　　　　　海外子会社は、主として債権の実態に応じ貸倒見積額を計上しております。
　　　ロ．賞与引当金
　　　　　従業員賞与の支払いに備えるため、主として支給見込額基準により計上しております。
　　　ハ．役員株式給付引当金
　　　　　当社及び一部の子会社の取締役等への当社株式等の給付に備えるため、給付見込額を計上しております。
　　④　退職給付に係る会計処理方法
　　　イ．退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　　　ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　　⑤　重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び国内連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は、「８.　収益認識に関する注記」に記載しているため、省略しております。

　　⑥　ヘッジ会計の方法
　　　イ．ヘッジ会計の方法
　　　　　金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を行っております。
　　　ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 金利スワップ
（ヘッジ対象） 借入金金利

　　　ハ．ヘッジ方針
　　　　　金利スワップについては、借入金の金利変動によるリスクをヘッジする目的で行っております。
　　　ニ．ヘッジ有効性評価の方法
　　　　　金利スワップについては、特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。
　　⑦　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、効果の及ぶ期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。
　　⑧　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　　　　グループ通算制度の適用
　　　　　グループ通算制度を適用しております。

２.　会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす
可能性があるものは、以下のとおりであります。
　なお、文中の中期経営計画は、策定時点において入手可能な内外の情報等に基づいたものであり、会社が参加している複数の市場に係る成長率や、経営
者によって実行可能と判断された施策等の見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があり
ます。
⑴ 繰延税金資産

　　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
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（単位：百万円）

当連結会計年度

有形固定資産 249,009

減損損失 1,477

（単位：百万円）
当連結会計年度

退職給付に係る資産 37,738

退職給付に係る負債 34,028

（単位：百万円）
当連結会計年度

のれん 9,257

　　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産は、将来の課税所得や一時差異等の加減算に係るスケジューリングに基づき、将来減算一時差異のうち将来において回収可能性があ
ると判断した部分について計上を行い、回収が見込めない部分については評価性引当額を計上しております。
　将来の課税所得は、直近の中期経営計画や実現可能なタックスプランニング等による見積りや仮定に基づいており、電子部品事業の在外子会社等
では将来の収益力の不確実性を鑑み、繰越欠損金等に対して評価性引当額を計上しております。
　将来の状況が当該見積りや仮定へ影響を及ぼした場合には繰延税金資産の回収可能性に変動が生じ、繰延税金資産の修正が必要となる可能性があ
ります。

⑵ 減損損失
　　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　「固定資産の減損に係る会計基準」が適用される固定資産のうち、市場環境の変化等に伴う収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった
ものについてその帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該差額を減損損失として計上しております。
　減損損失の計上プロセスには、減損損失の認識の判定、使用価値及び正味売却価額の算定が含まれており、それらは直近の中期経営計画に基づい
た将来キャッシュ・フローの見積りや合理的に算定された価額の見積りを基礎として行われております。
　当該将来キャッシュ・フローの見積り及び合理的に算定された価額の見積りについて将来の状況により見直しが必要となった場合には、追加の減
損損失が発生する可能性があります。

⑶ 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債
　　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループが採用している確定給付制度における退職給付に係る資産及び負債は、退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる
額を割り引いて計算した退職給付債務から、年金資産の額を控除して算定されております。
　この算定を行うにあたっては、割引率及び年金資産の期待運用収益率等の数理計算上の仮定が用いられています。割引率については期末における
長期の国債の利回りを基礎として決定しており、年金資産の期待運用収益率については、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
る多様な資産から現在及び将来期待される長期の収益率を考慮して決定しております。
　当該数理計算上の仮定について将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の退職給付に係る資産、
負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える可能性があります。

⑷ のれんの評価
　　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、株式取得時の被取得企業の事業計画に基づき算定された超過収益力をのれんとして計上しており、効果の及ぶ期間にわたり均等
償却しております。のれんの減損については、のれんの減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候があると認められた場合、将来キャッシュ・フロー
に基づいて減損損失の認識の要否を判定しております。
　当社は、株式会社エストーの取得原価を決定する際の株式価値の算定に当たり、開示された事業計画を前提にDCF法を主として採用、類似会社比
較法等の企業価値算定手法も複数採用し、その結果を総合的に勘案し評価・算出しております。
　将来の事業計画は、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結
計算書類におけるのれんの評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 671,688百万円

場所 用途 種類
福島県　相馬市 遊休資産 建設仮勘定
大分県　玖珠郡玖珠町 事業用資産 機械装置及び運搬具、土地
ハンガリー　ピーセル 遊休資産 建設仮勘定、機械装置及び運搬具、工具器具備品等
チェコ　チェスケー・ブジェヨヴィツェ 遊休資産 機械装置及び運搬具
メキシコ　サン・ルイス・ポトシ州 遊休資産 建物及び構築物、リース資産、建設仮勘定等

固定資産の種類 金額
建物及び構築物 106
機械装置及び運搬具 455
工具器具備品 9
土地 4
建設仮勘定 799
リース資産（有形） 101
計 1,477

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普通株式 173,138,537株 －株 12,235,447株 160,903,090株

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普通株式 9,987,627株 4,802,386株 12,732,018株 2,057,995株

３.　連結貸借対照表に関する注記

　　　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４.　連結損益計算書に関する注記
⑴ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
① 減損損失を認識した資産グループの概要

② 減損損失の認識に至った経緯
資産グループについて、市場及び環境の変化に伴う収益性の低下による減損の兆候が認められ、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上致しました。
③ 減損損失の金額

(単位：百万円)

④ 資産のグルーピングの方法
当社グループは、原則として管理会計上の事業区分に基づく事業部単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、グルーピングを行って

います。なお、一部の連結子会社については、会社単位を基準としてグルーピングを行っています。また、本社等の全社的な資産については、複数
の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産として独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産とし
ております。遊休資産及び処分予定資産については、当該資産ごとにグルーピングを行っております。

⑤ 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、正味売却可能価額を基に算定しております。正味売却可能価額については処分価額により評価しております。

５.　連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の総数に関する事項

　（注）発行済株式の総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
⑵ 自己株式の数に関する事項

　（注）１．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加286株、2026年２月５日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加
4,799,600株、持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分2,500株であります。

２．自己株式の数の減少は、役員報酬ＢＩＰ信託から対象者への株式給付による減少56,771株、従業員持株会信託型ＥＳＯＰからＮＯＫ持株会に売
却した当社株式439,800株、自己株式の消却による減少12,235,447株であります。

３．当連結会計年度末日の自己株式数のうち、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式数は1,583,307株、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが所有する株式
数は383,100株、持分法適用会社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分は91,355株であります。
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（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2025年６月26日
　　　　　定時株主総会 普通株式 9,113 55.0 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月10日
　　　　　取締役会 普通株式 10,770 65.0 2025年９月30日 2025年12月５日

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日

2026年６月25日
　　　　　定時株主総会 普通株式 10,458 利益剰余金 65.0 2026年３月31日 2026年６月26日

⑶ 剰余金の配当に関する事項
　　①　配当金支払額等

　（注）１．2025年６月26日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当金90百万円、従業員持株
会信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式に対する配当金45百万円が含まれております。

２．2025年11月10日取締役会の決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当金105百万円、従業員持株会
信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式に対する配当金37百万円が含まれております。

　　②　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　（注）2026年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当金102百万円、従業員持株会
信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式に対する配当金24百万円が含まれております。

６.　金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、安全かつ確実な投資対象により行い、また、資金調達については、主として金融機関からの借入により行う

方針です。デリバティブは、実需に基づく為替予約および通貨スワップを利用し、投機的な取引は行っておりません。
②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理に
関する定めに従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価
が財務担当役員に報告されております。

従業員に対する貸付金は、担保の提供を義務付け、かつ、退職時残高の退職金との相殺規定を定めております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以内）は設備投資に備えた資金調達であります。変

動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、この内長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化
を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法について
は、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスク
を軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次の資金繰計画を作成するなどの方法により管理し
ております。

従業員からの預り金は、固定金利であり、金利変動リスクはありません。
③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「⑵　金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約金額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかわる市
場リスクを示すものではありません。
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(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

⑴　投資有価証券 82,544 82,544 －
⑵　従業員に対する長期貸付金 1,080 1,083 2
資産計 83,625 83,628 2
⑴　長期借入金 14,364 14,359 △5
負債計 14,364 14,359 △5
デリバティブ取引計（※） (480) (480) －

(単位：百万円)

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 82,544 － － 82,544
デリバティブ取引 － 480 － 480

(単位：百万円)

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

従業員に対する長期貸付金 － 1,083 － 1,083
長期借入金 － 14,359 － 14,359

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸

借対照表計上額70,384百万円）は「（1）　投資有価証券」には含めておりません。また、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債
権」、「買掛金」、「短期借入金」及び「従業員預り金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略し
ております。

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（  ）で示しております。

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における公表価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に複数のインプットを使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式の時価は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して
おります。

デリバティブ取引
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時

価に含めて記載しております。

従業員に対する長期貸付金
従業員に対する長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを基準とした利率で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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⑵ 賃貸等不動産の時価に関する事項 (単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時価

2,068 9,661

報告セグメント
合計

シール事業 電子部品事業 その他事業

主要な財又はサービス

自動車関連 279,558 73,036 4,175 356,770
電子機器関連 － 272,073 － 272,073
その他一般産業機械 87,839 － 21,750 109,590

合計 367,397 345,109 25,926 738,434

主たる地域市場

日本 215,936 14,502 14,899 245,338
中国 70,052 240,769 5,729 316,551
その他アジア 57,686 65,782 4,609 128,077
その他 23,721 24,055 688 48,465

合計 367,397 345,109 25,926 738,434

長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことか

ら、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。また、固定金利による
ものの時価は、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元金利の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定し
ており、レベル２の時価に分類しております。

７.　賃貸等不動産に関する注記
⑴ 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、神奈川県その他の地域において、賃貸用の不動産を有しております。

　　　　（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
　　　　　　　２．当連結会計年度末の時価は、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて算定した金額であります。

８.　収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　主要な財又はサービス別及び主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりです。
　　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位 ： 百万円）

（注）セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
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⑴ １株当たり純資産額 3,933円75銭
⑵ １株当たり当期純利益 284円84銭

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社及び連結子会社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
　ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

　当社及び連結子会社は、自動車メーカー、建機メーカー、及び電子機器メーカー等を主な得意先としており、シール製品・工業用機能部品・油圧機
器・プラント機器・原子力機器・合成化学製品・エレクトロニクス製品等の製造・販売を行っております。
　当社及び連結子会社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して
履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客
に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算定しております。
　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
　なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給
先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額
で収益を認識しております。また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支
払額を差し引いた純額で認識しております。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　　①　契約資産及び契約負債の残高等

　当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。
また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

　　②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務
上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９.　国際最低課税額に対する法人税等に関する注記
　　法人税、住民税及び事業税に含まれる国際最低課税額に対する法人税等の金額は629百万円であります。

10.　１株当たり情報に関する注記

　（注）１．役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
控除した当該自己株式の期末株式総数は1,583千株であります。

２．役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお
ります。控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,616千株であります。

３．従業員持株会信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めてお
ります。控除した当該自己株式の期末株式総数は383千株であります。

４．従業員持株会信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は601千株であります。
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流動資産 13,314百万円
固定資産 5,700百万円
資産合計 19,015百万円
流動負債 3,485百万円
固定負債 687百万円
負債合計 4,173百万円

売上高 15,243百万円
営業利益 805百万円

11.　企業結合に関する注記
　　　事業分離
　　　（1）事業分離の概要
　　　　　①　分離先企業の名称
　　　　　　　SMC0301 株式会社
　　　　　②　分離した子会社の名称および事業の内容
　　　　　　　子会社の名称：シンジーテック株式会社及びその子会社７社
　　　　　　　事業の内容：プリンター等の OA 機器用各種ロール製品等の製造・販売
　　　　　③　事業分離を行った理由
　　　　　　　当社は持続的な成長を目指し、３か年の中期経営計画（2023年度から2025年度まで）においても最適な経営資源配分の推進を重要戦略の一

つとして取り組んでおりました。当社グループが行うロール製品事業については、ペーパーレス化の進展など、事務機器市場を取り巻く環境が
大きく変化する中においても、これまで、高い技術力に裏打ちされた付加価値の高い高品質な製品を供給してきました。他方、外部環境に起因
する需要の鈍化や顧客における事業再編など、当事業を取り巻く環境は引き続き厳しさを増しています。こうした背景もあり、今回、当社ロー
ル製品事業がもつ高い技術力、強固な製品基盤などを高く評価し、SMBCグループの投資専門子会社として豊富な経営支援ノウハウ、リソー
ス、ネットワークを有する株式会社SMBCキャピタル・パートナーズに当社が保有するシンジーテック株式会社の全株式を譲渡し、その戦略の
下で、さらに発展を遂げることが望ましいとの判断にいたりました。

　　　　　④　事業分離日
　　　　　　　2026年１月30日（みなし売却日2026年１月１日）
　　　　　⑤　法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
　　　　　　　受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
　　　（2）実施した会計処理の概要
　　　　　①　移転損益の金額
　　　　　　　関係会社株式売却損　9,376百万円
　　　　　②　移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内容

　　　　　③　会計処理
　　　　　　　当該譲渡株式の譲渡価額と連結上の帳簿価額との差額を「関係会社株式売却損」として特別損失に計上しております。
　　　（3）分離した事業が含まれていた報告セグメント
　　　　　　その他事業
　　　（4）当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

12.　その他の注記
　　当社及び一部の連結子会社は、従来複数に分かれていた退職給付制度を2025年４月１日に統合したことに伴い、退職給付に係る資産および退職給付に係

る負債を純額で表示しております。
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株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資　本

準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金
合　　　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計特 別 償 却

準  備  金
固 定 資 産
圧縮積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 23,335 20,397 － 20,397 2,983 2 2,465 203,932 209,384 △17,604 235,513
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △19,884 △19,884 △19,884
特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 △2 2 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 △14 14 － －
当 期 純 利 益 43,973 43,973 43,973
自 己 株 式 の 取 得 △15,071 △15,071
自 己 株 式 の 処 分 － － 661 661
自 己 株 式 の 消 却 △29,554 △29,554 － － 29,554 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 29,554 29,554 △29,554 △29,554 －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △2 △14 △5,447 △5,464 15,144 9,679
当 期 末 残 高 23,335 20,397 － 20,397 2,983 － 2,450 198,485 203,919 △2,460 245,192

評価・換算差額等
純資産
合　計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 54,691 54,691 290,205
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △19,884
特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 －
固定資産圧縮積立金の取崩 －
当 期 純 利 益 43,973
自 己 株 式 の 取 得 △15,071
自 己 株 式 の 処 分 661
自 己 株 式 の 消 却 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,175 △8,175 △8,175

当 期 変 動 額 合 計 △8,175 △8,175 1,504
当 期 末 残 高 46,516 46,516 291,709

計算書類

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　⑴　資産の評価基準及び評価方法
　　①　有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
　　　イ．子会社・関連会社株式及び出資金
　　　　　移動平均法による原価法によっております。
　　　ロ．その他有価証券
　　　　・市場価格のない株式等以外のもの
　　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
　　　　・市場価格のない株式等
　　　　　移動平均法による原価法によっております。
　　②　デリバティブ
　　　　時価法によっております。
　　③　棚卸資産
　　　イ．製品及び仕掛品
　　　　　売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
　　　ロ．原材料及び貯蔵品
　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
　⑵　固定資産の減価償却の方法
　　①　有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法によっております。
　　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法によっております。
　　③　リース資産
　　　　所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　⑶　引当金の計上基準
　　①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等については個別に債権の回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

　　②　賞与引当金
　　　　従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。
　　③　退職給付引当金
　　　　従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
　　　イ．退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　退職給付債務算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　　　ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により按分した額を
　それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

　　④　役員株式給付引当金
　　　　当社の取締役等への当社株式等の給付に備えるため、給付見込額を計上しております。
　⑷　退職給付に係る会計処理方法
　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
　⑸　収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、及び当該履行義務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は、連結注記表「8．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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　⑴　繰延税金負債 3,313百万円

有 形 固 定 資 産 53,642百万円

退職給付引当金 31,504百万円

　⑴　有形固定資産の減価償却累計額 185,105百万円

短 期 金 銭 債 権 77,583百万円
長 期 金 銭 債 権 3,671百万円
短 期 金 銭 債 務 58,014百万円
長 期 金 銭 債 務 16百万円

売　　上　　高 38,537百万円
仕　　入　　高 156,118百万円
営業取引以外の取引高 81,506百万円

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普通株式 9,898,772株 4,799,886株 12,732,018株 1,966,640株

2．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす
　可能性があるものは、以下のとおりであります。

　⑵　減損損失

　⑶　退職給付引当金

3．貸借対照表に関する注記

　　　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
　⑵　関係会社に対する金銭債権債務

　⑶　保証債務
　　　以下の関係会社の金融機関借入金に対して、債務保証を行っております。
　　　メクテックマニュファクチャリング Corp. 蘇州　　　　　　　　　　　　19,713百万円

（外貨額）　　　　 （3,167千USD）
（外貨額）　　　　 （830,401千CNY）

　　　メクテックマニュファクチャリング Corp. 台湾 Ltd.　　　　　　　　　　3,994百万円
（外貨額）　　　　 （800,000千NTD）

4．損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高

5．株主資本等変動計算書に関する注記

　　自己株式の数に関する事項

（注）１．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加286株、2026年２月５日開催の取締役会決議に基づく自己株式取得による増加
　　　　　4,799,600株であります。
　　　２．自己株式の数の減少は、役員報酬ＢＩＰ信託から対象者への株式給付による減少56,771株及び従業員持株会信託型ＥＳＯＰからＮＯＫ持株会への
　　　　　売却による減少439,800株、自己株式の消却による減少12,235,447株であります。
　　　３．当事業年度末日の自己株式数のうち、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式数は1,583,307株、従業員持株会信託型ＥＳＯＰが所有する株式数は
　　　　　383,100株であります。
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繰 延 税 金 資 産
貸 倒 引 当 金 46 百万円
未 払 事 業 税 等 593
賞 与 引 当 金 1,243
減 価 償 却 超 過 額 1,726
固 定 資 産 減 損 損 失 1,370
投 資 有 価 証 券 1,529
退 職 給 付 引 当 金 9,797
そ の 他 1,439 17,748
評 価 性 引 当 額 △1,226
繰 延 税 金 資 産 合 計 16,521

繰 延 税 金 負 債
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △369
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △19,463
そ の 他 △2 △19,835

繰 延 税 金 負 債 の 純 額 △3,313

法定実効税率 30.2％

0.1
△8.1

0.1
△1.1

1.1
1.1

△1.6

（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当等永久に益金に算入されない項目
住民税等均等割額
税額控除
外国源泉税
国際最低課税額に対する法人税
評価性引当額
その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.0％

6．税効果会計に関する注記
　⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

　⑶　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに
　開示を行っております。
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種 類 会 社 等 の 名 称 所 在 地 資 本 金 又
は 出 資 金

事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

(百万円) 科 目 期 末 残 高
(百万円)

子会社 メクテック㈱ 東京都
港区

5,000
百万円

電子部品の
製造・販売 直接 100%

製品の一部
を当社が販
売しており
ます
役員の兼務
3名

資金の貸付

受 取 利 息

ー

1,010

短 期 貸 付 金

CMS預り金

39,925

15,980

子会社 ユニマテック㈱ 東京都
港区

400
百万円

化学合成品
等 の
製造・販売

直接 100%

製品の一部
を当社に販
売しており
ます
役員の兼務
2名

資金の貸付 6,266
短 期 貸 付 金

長 期 貸 付 金

18,170

2,500

子会社 NOK Industrial 
Sales㈱

東京都
新宿区

30
百万円

シール製品
等 の
仕入・販売

直接100%
当社製品の
販売をして
おります

資金の受入 4,668 CMS預り金 6,418

種 類 会 社 等 の 名 称 所 在 地
資 本 金 又
は 出 資 金
(百万円)

事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

(百万円) 科 目 期 末 残 高
(百万円)

役員及びその近親者
が議決権の過半数を
所有している会社等

正 和 地 所 ㈱ 東京都
港区 80 不 動 産

賃 貸 業
被所有

直接 5.5％

建物等の賃 
借
役員の兼務
2名

建 物 等 の
賃 借 471 差入保証金 453

　⑴　１株当たり純資産額 1,835円38銭
　⑵　１株当たり当期純利益 270円15銭

7．関連当事者との取引に関する注記
　⑴　子会社及び関連会社

　⑵　役員及び個人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　１．資金の貸付受入につきましては、市場金利を勘案の上、利率を決定しております。
　　　２．建物等の賃借及び製品等の仕入につきましては、市場の実勢価格等を勘案の上、決定しております。

8．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための情報）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「8．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため注記を省
略しております。

9．１株当たり情報に関する注記

　（注）１．役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
控除した当該自己株式の期末株式総数は1,583千株であります。

２．役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお
ります。控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,616千株であります。

３．従業員持株会信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めてお
ります。控除した当該自己株式の期末株式総数は383千株であります。

４．従業員持株会信託型ＥＳＯＰが保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は601千株であります。
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10．企業結合に関する注記
　　連結注記表「11.企業結合に関する注記」に同一の内容を記載しているため注記を省略いたします。

11．その他の注記
　　当社は従来複数に分かれていた退職給付制度を2025年４月１日に統合したことに伴い、前払年金費用および退職給付引当金を純額で表示しております。

19


	イーグル工業_【SOE】事前開示書類rev1
	NOK株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容
	20260602交付書面省略事項（NOKの最終事業年度に係る計算書類等の内容）
	260520_事業報告（EKK提出用）
	260520_交付書面非記載事項



